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【号外】

市民活動のための助成金情報 2024年 月号

各助成金情報の詳細（資料請求・申請方法等）については、
それぞれの問合わせ先にご確認頂くか、いちのせき市民活動センターにご相談ください。
また、このほかにも当センターの情報コーナーに助成金情報を掲示しています。
どうぞご利用ください。

対象：NPO等の民間非営利組織(特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、

学校法人、地縁組織(自治会、町内会等)、協同組合、一般社団法人等)、協議体(NPO等と地方自治体

(県・市町村)を構成員に含むもの)

金額：上限675万円(補助対象経費の９割まで)

ただし、本事業による補助を受けた実績のある補助事業者についての上限額は下記の通り

・過去に１年度受けたことがある場合 472万５千円

・過去に２年度受けたことがある場合 337万５千円

・過去に３年度以上受けたことがある場合 200万円

締切：2024年５月10日(金)※17時必着

問合：019-629-5198(岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当)

｢令和６年度NPO等による復興支援事業(復興枠)」 (岩手県 環境生活部)

東日本大震災津波の復興支援及び被災者支援のための取組(以下、復興・被災者支援)において、行政では手

の行き届きにくいきめ細かな復興・被災者支援の継続的な実施を図るため、NPO等による復興支援事業費

補助金(復興枠)(以下、補助金)による補助事業を募集します。補助対象となる取組は次の通り。①被災者

等への支援や復興に向けた取組(心身のケアを目的とした取組、災害公営住宅居住者の交流促進やコ

ミュニティ形成等を目指す取組など)、②原子力災害からの復興に向けた取組(農産物や避難者への風評

被害対策など)、③復興・被災者支援を行うNPO等への支援を行う取組(ノウハウ・情報の提供、NPO

等の経営支援など)

復興支援等に関する取組を応援

詳細はこちらから→
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【締切間近】 非営利
法人

任意団体 地縁組織 協議体

対象：NPO等の民間非営利組織(特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、

学校法人、地縁組織(自治会、町内会等)、協同組合、一般社団法人等)、協議体(NPO等と地方自治体

(県・市町村)を構成員に含むもの)

金額：上限80万円(補助対象経費の８割まで)

ただし、本事業による補助を受けた実績のある補助事業者についての上限額は下記の通り

・過去に１年度受けたことがある場合 60万円

・過去に２年度以上受けたことがある場合 40万円

締切：2024年５月10日(金)※17時必着

問合：019-629-5198(岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当)

｢令和６年度ＮＰＯ等による復興支援事業(一般枠)」 (岩手県 環境生活部)

県内各地の様々な地域課題を解決するための取組(以下、地域活動)において、行政では手の行き届きに

くいきめ細かな地域活動の継続的な実施を図るため、NPO等による復興支援事業費補助金(一般枠)(以

下、補助金)による補助事業を募集します。補助対象となる取組は次の通り。①市町村や県と共に行う

取組(地域の魅力発信に関する取組、地域のコミュニティ形成等を目指す取組など)、②(企業と共に行

う取組(商品開発、イベントの開催や情報発信事業など)、③県内のNPO等への支援を行う取組

(ノウハウ・情報提供、経営や事業承継支援など)

地域課題の解決のための取組を応援
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任意団体 地縁組織 協議体
【締切間近】

詳細はこちらから→


